
平成２８年７月２２日 
 
 

特定個人情報保護評価（情報連携等追加）の公表について 

 
 
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成２５

年法律第２７号）第２７条の規定等に基づき、特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定

個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措

置を講じていることを確認するため、特定個人情報保護評価を実施した上、個人情報保護

委員会に「特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）」を提出し、公表をしているところ

です。 
 このたび、新規に情報連携等（住基ネットからの個人番号の取得や他の情報保有機関と

の間での情報連携）のシステム構築がなされたため、「特定個人情報保護評価書（基礎項目

評価書）の事務の概要・システムの名称・法令上の根拠の追記等」を行いました。 
 情報連携等の追加がされた「特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）」を、個人情報

保護委員会に、別紙のとおり提出し、公表しましたのでお知らせします。 
 
 
● マイナンバー保護評価 Web-個人情報保護委員会 
  http://www.ppc.go.jp./mynumber/ 









皿 しきい値判断項 目

皿 しきい値判断結果



変更箇所
馴巨■： 「笥≡

∵ 一㊨で「■ 一
ヌ図前極 記iilヨ 因後 り誕 到 ヨ出 麗 三li 三況巳時肇三馴li係 る 苛胆…

It特 定個人情報ファイルを

取り扱う事務

②事務の概要

〈制度内容〉
〈事務内容〉

（参考）システム開発と特定個人情報保護評価
のスケジュール

〈制度内容〉に取りまとめ機関の支払基金を通じ
て他機関との情報連携 （情報照会・提供）を行う
ことを追加した。

〈事務内容＞1適用事務、2．給付事務に他機関
への情報照会・提供事務を追加した。

（参考）を削除した。

事前
事後で足りるものの任意に事
前に提出

11．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務
③システムの名称

健康保険組合事務基幹システム
情報連携に係る、「医療保険者等向け中間サー
バー等」を追加した。 事前

■

事後で足りるものの任意に事
前に提出

13．個人番号の利用

法令上の根拠

情報連携に係る、「住民基本台帳法」を追加し
た。

事前

■

事後で足りるものの任意に事
前に提出

■

■ ■

■

■ ■

■

■ ■
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